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開議 午前１０時００分 

────────────────────────────────────────────────────── 

○笠井委員長 ただいまより、民生常任委員会を開会します。 

本日の会議に菅原、松田両委員から欠席する旨の届出があります。 

それでは、会議を進めてまいります。 

初めに、１、令和８年第１回定例会提出議案についてを議題といたします。議案第１４号、議案

第１５号、議案第１９号、議案第２１号、議案第２４号、議案第３０号ないし議案第３４号及び議

案第３９号の以上１１件につきまして、理事者から説明願います。 

○金澤税務部長 議案第１４号、令和８年度旭川市一般会計予算のうち、税務部所管分について御

説明申し上げます。 

初めに、歳入について御説明申し上げます。各会計歳入歳出予算事項別明細書の４ページを御覧

ください。１款の市税総額は４３７億円で前年度比１４億５千万円の増、率にして３．４％の増と

なっております。このうち、主な税目につきまして御説明申し上げます。 

まず、１項市民税につきましては、賃金の上昇に伴う個人所得の伸びなどにより前年度比７億４

千１５１万８千円の増、率にして３．９％増の１９５億５千９８４万７千円を見込んでおります。 

次に、２項固定資産税及び７項都市計画税でありますが、いずれも家屋の新築などにより固定資

産税で前年度比３億３千２３７万円増、率にして２．２％増の１５４億２千４１４万１千円、都市

計画税で前年度比３千１２４万６千円の増、率にして１％増の３０億２千４１４万５千円を見込ん

でおります。 

次に、３項軽自動車税でありますが、税制改正に伴い令和８年３月３１日をもって廃止される環

境性能割の減が見込まれることなどから、前年度比１千９２９万９千円の減、率にして２．１％減

の８億８千３７７万７千円を見込んでおります。 

次に、８項宿泊税でありますが、令和８年４月から徴収を開始するため新たに３億４千万円を見

込んでおります。 

次に、歳出について御説明申し上げます。各会計歳入歳出予算事項別明細書の４８ページを御覧

ください。２款２項徴税費の予算総額は５億２千８１１万４千円で、前年度比８千６６５万９千円

の減、率にして１４．１％の減となっております。このうち、主な事業について表の右側の説明欄

により御説明申し上げます。 

同ページ、２款２項２目中、下から３番目に記載のある基幹税務システム整備費につきましては、

税制改正等に係るシステムの改修費用としまして１億５千６１４万３千円、１番下に記載のある宿

泊税課税事務費につきましては、本年４月から宿泊税の徴収を開始するため、適正かつ公平な賦課

徴収業務に要する費用としまして５４４万３千円を計上しております。財源は全額一般財源となっ

ております。 

以上、税務部所管に関わる令和８年度一般会計予算の概要となります。よろしくお願い申し上げ

ます。 

○樽井市民生活部長 議案第１４号、令和８年度旭川市一般会計予算のうち、市民生活部所管に係

る予算の概要について御説明申し上げます。 

資料はございませんが、歳入についてでございます。主なものといたしましては、使用料及び手
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数料、国庫支出金、市債であり、総額で１２億９千２７０万９千円、令和７年度当初予算と比較し

ますと７千９６７万８千円の増となっております。 

続きまして、歳出についてでございます。２款総務費１３億７千１６６万２千円、３款民生費２

千３５２万６千円、４款衛生費５億７千７２１万３千円、６款農林水産業費１億１９３万９千円、

総額２０億７千４３４万円で、令和７年度当初予算と比較しますと９千５０５万８千円の増となっ

ております。 

なお、事業数は４３事業で、内訳としましては経常費２４事業、臨時費は公共投資事業、一般臨

時事業、重点化事業、施設改修を合わせまして１９事業となっております。 

それでは、主な事業につきまして、令和８年度予算臨時事業費説明資料により御説明申し上げま

す。２２ページになります。１段目、２款１項５目市民活動費の地域まちづくり推進費８５９万７

千円、同じく上から２段目、地域会館建設費等補助金９２０万９千円。旭川市各会計歳入歳出予算

事項別明細書の４３ページを御覧ください。こちらの２款１項５目市民活動費の右側下から２段目、

住民活動推進費４千４７３万１千円、この３事業についてであります。これらの事業は、市民主体、

地域主体のまちづくりを推進するため令和８年４月に改定を予定している旭川市地域自治推進ビジ

ョンも踏まえ、持続可能な地域づくりを目指し、地域の課題解決に向けた主体的な活動や住民活動

の拠点である会館の整備などを支援しようとするものであります。 

また、臨時事業費説明資料２２ページに戻りまして、下から２段目、２款１項１０目支所及び出

張所費の支所改修費１億５千３１３万円についてであります。こちらは、来所者の利便性及び安全

性の向上を図るため各施設の維持管理を行おうとするもので、令和８年度については、神居支所及

び東旭川支所へのエアコン設置に係る経費等を計上しているところであります。 

次に、２３ページ１段目、２款３項１目戸籍住民基本台帳費の市民課ＤＸ推進費４億２千５９４

万円についてであります。こちらは、住民基本台帳事務、戸籍事務及びマイナンバー関係事務にお

いて運用しているシステム群について、手続のＤＸを進め、安定的で円滑な事務の執行を図ろうと

するもので、引き続き、各システムを円滑に運用しスムーズな窓口対応を進めるとともに、マイナ

ンバーカード電子証明書の更新申請等の業務に当たっては市民課や支所で受け付けるほか、令和７

年度と同様、市内１３の郵便局へ委託を行おうとするものでございます。 

次に、上から３段目の次世代窓口構築運営費１千５５８万６千円についてであります。こちらは、

旭川市次世代窓口グランドデザインに基づき窓口業務改革を行い、市民満足度の向上と業務の効率

化を図っていこうとするもので、総合庁舎及び神楽支所に各種証明書等の発行が可能なキオスク端

末の導入経費を計上しており、令和８年度当初予算と、ＡＩ機能を活用したシステムの開発や機器

の導入等に要する費用として今定例会に提案している令和７年度補正予算により、次世代窓口旭川

モデル実現に向けて導入するシステムの構築及び実証実験を行おうとするものでございます。 

次に、議案第３９号を御覧ください。議案第３９号、旭川市の特定の事務を取り扱う郵便局の指

定についてであります。本案は、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律

第３条第３項の規定に基づき、旭川市の特定の事務を取り扱う郵便局を指定するため、議会の議決

を得ようとするものであります。指定する郵便局といたしましては令和７年度と同様、東旭川郵便

局ほか１２局で、取り扱う事務につきましてはマイナンバーカードに搭載される署名用電子証明書

及び利用者証明用電子証明書の更新申請等に係る事務とし、当該事務を取り扱う期間は令和８年４



- 3 - 

月１日から令和９年３月３１日までの１年間とするものでございます。 

説明は以上になります。よろしくお願い申し上げます。 

○川邊福祉保険部長 本定例会に提案している議案のうち、福祉保険部所管事業に係る事項につい

て御説明いたします。 

まず、議案第１４号、令和８年度旭川市一般会計予算でございます。福祉保険部の所管事業全体

の予算額でございますが、一般会計の予算額は令和７年度と比較して１．７％増の５７８億４千９

１８万５千円となってございます。所管事業数は経常費と臨時費を合わせて８０事業となっており、

主な新規拡充事業につきまして、お手元の令和８年度予算臨時事業費説明資料により御説明申し上

げます。 

初めに、２５ページを御覧ください。一番下のきめ細やかな旭川市社会福祉事業振興補助金でご

ざいます。本事業は国の交付金を活用する本市独自の取組として、物価上昇の影響がある中でも円

滑に事業を継続できるよう、省エネや災害等への備えなど将来的に必要となる施設の設備、備品等

に要する費用について、北海道の補助対象外の社会福祉事業者等に対し補助を行うもので、１千５

００万円を計上いたしております。 

次に、２９ページの下から２つ目の高齢者バス料金助成費でございます。本事業は高齢者の積極

的な社会参加の促進や福祉の増進等を目的に、市内のバスを１乗車１００円で利用することができ

る寿バスカードを有料で交付するものでありますが、現行の１乗車時１００円の運賃を維持しつつ、

今後も安定的に事業を継続していくため、寿バスカード交付時負担金を現行の２千円から３千円に

改定するものであります。また、高齢者の事故防止等に資するため運転免許証の自主返納者へ寿バ

スカードを無料交付することとし、事業全体で２億７千８７万６千円を計上いたしております。 

最後に、経常費のため資料には掲載しておりませんが、聴覚障害者等コミュニケーション支援費

における軽度・中等度難聴児補聴器等給付事業でございます。この事業は、障害者手帳の対象とな

らない１８歳未満の難聴児に対し補聴器購入費用を助成する事業でありますが、令和８年度から新

たに要件等、助成費用を拡充するもので、事業全体の予算２千８６６万８千円のうち、当該事業に

８４万５千円を計上いたしております。 

続きまして、特別会計でございます。令和８年度旭川市各会計歳入歳出予算事項別明細書に基づ

き御説明をいたします。 

まず、議案第１５号、令和８年度旭川市国民健康保険事業特別会計予算でございます。事項別明

細書１３０ページを御覧ください。予算総額は３３５億３千５８５万５千円で、令和７年度と比較

して保険給付費の減などにより５億８千８５７万７千円、１．７％の減となっております。歳入の

主なものといたしましては、１款国民健康保険料で令和７年度と比べて６千４６８万２千円減の４

６億１千６９７万２千円、３款道支出金で３億９千１００万円減の２５１億７千７００万１千円、

５款繰入金で１億４千６９２万９千円減の３６億８千５８２万９千円となっております。 

次に１３１ページを御覧ください。歳出の主なものといたしましては、２款保険給付費で３億５

千３０４万円減の２４７億６千５８３万２千円、３款国民健康保険事業費納付金で３億４１万６千

円減の７７億３９４万１千円となっております。 

続いて、議案第１９号、令和８年度旭川市介護保険事業特別会計予算でございます。事項別明細

書１８６ページを御覧ください。予算総額は３７６億５千３８８万６千円で、令和７年度と比較し
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て保険給付費の増などにより５億９千９３２万４千円、１．６％の増となっております。歳入の主

なものといたしましては、１款保険料で令和７年度と比べて１億７６１万７千円増の７０億６千５

４１万８千円、２款国庫支出金で１億８千８３２万５千円増の９６億７千４６２万３千円、３款支

払基金交付金で１億４千８６万円増の９８億７千６２６万１千円となっております。 

続いて、１８７ページを御覧ください。歳出の主なものといたしましては、２款保険給付費で４

億１千３２４万８千円増の３４９億６千９０９万７千円、３款地域支援事業費で１億１千９２０万

４千円増の１７億２千６２６万３千円となっております。 

最後に、議案第２１号、令和８年度旭川市後期高齢者医療事業特別会計予算でございます。事項

別明細書２２２ページを御覧ください。予算総額は７５億６千７３９万円で、令和７年度と比較し

て後期高齢者医療広域連合納付金の増などにより９億８千８８１万６千円、１５％の増となってお

ります。歳入の主なものといたしましては、１款保険料で令和７年度と比べて７億５千３１７万６

千円増の５３億５千５７６万円、２款繰入金で２億２千６０９万８千円増の２１億６千７３９万６

千円となっております。 

次に、２２３ページを御覧ください。歳出の主なものといたしましては、２款後期高齢者医療広

域連合納付金で９億８千５６万８千円増の７２億９千１５７万５千円となっております。 

以上が、福祉保険部の令和８年度予算の概要でございます。よろしくお願い申し上げます。 

○山口健康保健部長 本定例会に提出しております議案のうち、健康保健部所管に係る事項につき

まして御説明を申し上げます。 

初めに、議案第１４号、令和８年度旭川市一般会計予算のうち、健康保健部所管分の概要につい

て御説明をいたします。資料はございませんが、まず歳入の予算状況でありますが、予算額は４億

６４９万９千円で前年度当初予算に比べ７千９５４万２千円の増となっております。これは主に道

からの新型コロナウイルス予防接種健康被害に係る給付費負担金が増額となっていることや動物愛

護センターの施設改修による繰入金が増額となったことによるものです。 

また、歳入の主なものといたしましては屠畜検査や営業許可等に係る使用料、手数料のほか、先

ほどの新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金等となっております。 

次に、歳出の予算状況でございますが、予算額は１９億４千７０３万４千円で前年度当初予算に

比べ１千６８２万４千円の減となっております。これは主に、新型コロナウイルスワクチンの予防

接種費を減額したことによるものになります。 

続きまして、健康保健部所管分の計３４事業のうち、主な３事業について御説明をいたします。

歳入歳出予算事項別明細書６１ページを御覧ください。 

初めに、４款１項２目予防費の説明欄の一番上、経常費のがん対策費２億４千９０９万７千円に

ついてであります。本事業は、市民に各種がん検診等の機会を提供することで、がんの早期発見、

早期治療を推進するものであります。令和８年度は８月から胃がん検診に新たに胃内視鏡検査を導

入し、併せて対象者及び受診間隔を現行の４０歳以上、年１回、胃部エックス線検査のみ受診可能

から、国の指針に準拠し、５０歳以上、２年に１回、胃内視鏡検査または胃部エックス線検査のい

ずれかを受診可能といたします。胃内視鏡検査の自己負担額は３千２００円といたしますが、次年

度から国民健康保険の被保険者につきましては、胃がん検診を含め本市が実施する全てのがん検診

の自己負担額を無料といたします。がん検診につきましては、胃内視鏡検査を新たに導入すること
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により市民ニーズに対応するとともに、がん検診の受診率向上を図るため、これらの制度変更を含

め市民周知に取り組んでまいります。また、前年度から引き続き、がん治療に伴う脱毛等の外見変

化に対する支援の取組としてウィッグ等の補整具の購入に係る費用を助成するアピアランスケア助

成事業を実施し、がん治療者の就労等の社会参加を支援してまいります。 

続いて、その５つ下の予防接種費１１億３千６５４万円についてであります。本事業は予防接種

法に基づき予防接種等を行うものでありますが、令和８年度につきましては、制度改正等により幾

つか変更点がございますので御説明をいたします。まず、子ども等の予防接種についてであります

が新生児及び乳児におけるＲＳウイルスを原因とする下気道疾患の予防のため、妊婦へのＲＳウイ

ルスワクチンの定期接種を開始する予定であります。接種は妊娠２８週ゼロ日から３６週６日の間

に１回、いずれの方も無料で接種いただけるものとなります。次に、高齢者等の予防接種になりま

すが高齢者等インフルエンザワクチンにより、より発症予防や入院予防効果にすぐれた高容量ワク

チンが加わることが検討されており、７５歳以上の方は、これまでの標準量ワクチンに加え高容量

ワクチンを選択できるようになります。自己負担額はワクチン代相当額を見込んでおり、市民税非

課税世帯及び生活保護世帯の方は無料となりますが、課税世帯の方につきましては標準量で１千５

４０円、高容量で５千円を予定しております。また、高齢者等肺炎球菌ワクチンにつきましては、

令和８年度から使用するワクチンについて２３価ワクチンから、より有効性が期待できる２０価ワ

クチンへの変更が予定されております。市民税課税世帯の方の自己負担額につきましては、ワクチ

ン代がこれまでの２３価ワクチンから２倍程度高額となるため、現在の２千７００円から４千５０

０円に増額した上で実施していきたいと考えております。 

続いて、一番下の臨時事業費のスマートウエルネス推進費１千９１万１千円についてであります。

本事業は健幸福祉都市の実現に向けた取組を推進するものであり、令和８年度は第２次スマートウ

エルネスあさひかわプランを施行し、外出による活動量の増加を支援するため、あさひかわ健幸ア

プリにスタンプラリー機能を搭載いたします。これは、市内に設定した地点の範囲内にユーザーが

チェックインすることでスタンプを獲得できる機能であり、当機能を活用しプランの取組を推進し

てまいります。また、前年度から引き続き、あさひかわ健幸アプリを活用した健康づくり行動の支

援や情報発信、体組成計等を配置してある測定スポットを活用した健康測定会やウオーキングイベ

ント等に取り組んでまいります。 

以上が、健康保健部所管分の令和８年度当初予算の概要でございます。 

続きまして、条例改正につきまして御説明をいたします。議案第３３号、旭川市手数料条例の一

部を改正する条例の制定につきましては、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等

に関する法律の一部改正に伴い、引用条項を整理しようとするものでございます。施行日につきま

しては、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する

法律の施行日に合わせ、令和８年５月１日としております。 

健康保健部所管分の説明につきましては、以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○太田環境部長 議案第１４号、令和８年度旭川市一般会計予算につきまして、環境部が所管しま

す予算の概要を御説明させていただきます。 

初めに、資料はございませんが環境部の予算概要について御説明をさせていただきます。 

まず、歳入についてでございますが、予算総額は４２億７千９２０万円で前年度比１億３千６２
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８万５千円の減となっており、リサイクルセンターの建設工事が終了したことによる事業費の減に

伴う国庫支出金の減が主な減要素となっております。 

次に、歳出でございますが、予算総額は６８億７千２２万２千円で前年度比５千８８４万３千円

の減となっており、リサイクルセンター建設工事費の完了に伴う工事費の減や中園廃棄物処分場閉

鎖に伴う管理費用の減などが主な減要素となっております。 

それでは、臨時事業費説明資料に基づき、環境部の主な事業につきまして順次御説明をさせてい

ただきます。資料の４７ページを御覧ください。初めに、４７ページの一番上にございます鳥獣対

策費の予算額２千４６９万２千円につきましては、人の生活圏に出没するヒグマや繁殖期の攻撃的

なカラスの対策を行うものでございます。ヒグマ対策としましては、従来の対策に加えて令和８年

度は緊急銃猟に必要な体制の整備のほか、市民に対する普及啓発を目的としたヒグマに関するセミ

ナーやシンポジウムを実施してまいります。 

次に、４８ページを御覧ください。４８ページの上から２番目にございます地球温暖化対策推進

費の予算額１２１万１千円につきましては、地球温暖化対策に関わる市民意識の向上を図るための

普及啓発に関するものとなります。本年度で終了する中小企業者ＣＯ２可視化支援事業の次年度の

展開として可視化後の具体的な取組に関するセミナーの開催などにより、可視化フェーズから行動

フェーズへの移行を促進してまいります。 

続きまして、その下にございます地域エネルギー設備等導入促進費の予算額５００万円につきま

しては、温室効果ガスの排出削減や物価高騰によるエネルギー費用の負担軽減等を図る観点から再

エネ設備の導入を促進するため、引き続き、太陽光発電設備、蓄電池などを設置する市民や市内事

業者に設置費用の一部を補助していくものでございます。 

続きまして、その下にございます地域木質バイオマス利活用促進事業費の予算額６００万円につ

きましては、積雪寒冷地という地域特性の下、豊富な森林という地域の強みを生かしながら、温室

効果ガスの排出削減を図るといった観点から、木質バイオマスストーブの導入を促進するため、引

き続き、まきストーブ及びペレットストーブを設置する市民及び市内事業者に設置費用の一部を補

助していくものでございます。 

続きまして、その下にございますＧＸ推進費の予算額２２万３千円についてであります。本事業

は令和８年度の機構改革に伴いＧＸ関連事業を経済部に移管することから、今年度まで地球温暖化

対策推進費に計上しておりました事業費の一部を新規事業として新設したものでございます。事業

内容といたしましては、地域と共生した再生可能エネルギーの導入を推進するため、今年度に引き

続き、ＧＸ懇談会での議論を行うほか、パブリックコメントなどを経ながら、ガイドラインや条例

の制定、産業集積に関する基本方針の策定などについて取り組んでまいります。 

続きまして、少しページが飛びますが５０ページを御覧ください。５０ページの上から２つ目に

ございます次期最終処分場整備費の予算額２億１千３１７万５千円につきましては、令和１２年４

月からの開業に向けて次期一般廃棄物最終処分場を整備するもので、令和８年度は搬入路や下水放

流管の実施設計業務のほか、建設用地を取得するものであります。 

続きまして、５１ページを御覧ください。５１ページの上から２つ目にございます一般廃棄物組

成等調査費の予算額１千１２５万円につきましては、令和９年度に予定している次期ごみ処理基本

計画の策定に当たって必要な基礎資料を得るため、ごみの組成調査及び排出量の将来推計を実施す
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るものであります。 

最後に、その３つ下からの２事業、中園廃棄物最終処分場解体撤去費の予算額２千８９５万９千

円及び近文リサイクルプラザ解体撤去費の予算額１千７１４万５千円につきましては、それぞれ廃

止になった施設を解体撤去するため、実施設計やアスベスト含有分析調査を実施するものでござい

ます。 

環境部からの説明は以上となります。どうぞよろしくお願いいたします。 

〇木村市立旭川病院事務局長 今定例会提出議案のうち、市立旭川病院で所管しているものにつき

まして、順次御説明を申し上げます。 

最初に、令和８年度旭川市病院事業会計予算につきまして、配付資料、令和８年度病院事業会計

予算の概要に基づき御説明を申し上げます。資料を御覧ください。初めに、左上の（１）患者数に

なりますが入院延べ患者数１１万３千１５０人、１日平均で３１０人、外来延べ患者数２１万２千

８０人、１日平均で８８０人、合計で３２万５千２３０人を予定しております。前年度当初予算と

の比較では入院で１千９５人の増、外来で１千６４２人の増、合計では２千７３７人の増となって

おります。 

次に、その下の（２）収益的収支になりますが、まず病院事業収益につきましては、医業収益で

１１６億４千４６２万９千円、医業外収益で１３億７千４２万１千円、一般会計負担金で８億１千

６７４万５千円、特別利益で３億９千１９０万８千円、合計１４２億２千３７０万３千円を予定し

ており、前年度との比較では主に医業外収益の増によりまして６億７千１６７万４千円、率にして

５％の増となっております。次に、病院事業費用につきましては、医業費用で１４２億８千１２２

万３千円、医業外費用で２億３千２０万８千円、特別損失で１千円、予備費で４００万円、合計１

４５億１千５４３万２千円を予定しており、前年度との比較では主に医業費用の増によりまして１

億５千２４３万７千円、率にして１．１％の増となっております。 

次に、右上の（３）資本的収支になりますが、まず資本的収入につきましては、企業債で２億６

千７９０万円、負担金で９億１５５万９千円、合計１１億６千９４５万９千円を予定しており、前

年度との比較では企業債の減によりまして４億１千９１４万１千円、率にして２６．４％の減とな

っております。次に、資本的支出につきましては、建設改良費で３億１千９１１万５千円、企業債

償還金で１４億９千８０１万９千円、投資で９６０万円、予備費で１００万円、合計１８億２千７

７３万４千円を予定しており、前年度との比較では主に建設改良費の減によりまして３億９千１９

８万６千円、率にして１７．７％の減となっております。なお、資本的収入が資本的支出に対して

不足する額６億５千８２７万５千円につきましては、５５万２千円を消費税及び地方消費税資本的

収支調整額で補塡し、残りの６億５千７７２万３千０００円につきましては、一時借入金で措置を

いたします。 

また、表の下になりますが、建設改良費の内容といたしましては、建物の高圧配電盤改修工事ほ

か６件で１億１３７万３千円、器械備品の手術支援ロボット装置ほか４６件で２億１千７７４万２

千円を予定しております。 

次に、その下の（４）損益計算及び資金収支になりますが、（１）損益計算にありますとおり当

年度の予定損益は２億９千２２８万１千円の純損失となり、累積欠損金は１５７億１千８９万４千

円となる見込みであります。また、（２）の資金収支につきましては、経営改善推進事業債の借入
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れ５億円を活用した上で８千８７７万１千円の資金不足となり、年度末資金収支累計額につきまし

ては、マイナス１５億６千３０４万２千円の見込みとなっております。当初予算については以上と

なります。 

続きまして、議案第３４号、市立旭川病院使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定に

つきまして、議案書により御説明を申し上げます。議案第３４号を御覧ください。本件は、当院の

厳しい経営状況のほか、物価や人件費などのコストが上昇している現状を踏まえ、健康保険適用外

診療に係る診療単価、一般病室以外の各種個室や複数のベッドがある部屋を１人で使用する場合に

加算される料金、新生児室の利用料金、各種証明書や診断書などの文書料の一部につきまして、市

内における同規模の医療機関との均衡等も勘案し、増額となる改定を行おうとするものであります。

施行日につきましては、令和８年６月１日としております。なお、本改定案につきましては昨年の

１１月２１日から１２月２９日までの間、意見提出手続を実施しており、２件の意見がございまし

た。その内容としては、訪日外国人に対する料金はさらに増額すべき、また、十分な広報が必要と

いったものでございましたが、これによる改正案の修正は行っていないところでありますので、併

せて御報告をさせていただきます。 

説明は以上になります。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

○高田福祉保険部保険制度担当部長 議案第３０号から議案第３２号までの３件の条例改正につき

まして、議案書により順次御説明申し上げます。 

初めに、議案第３０号、旭川市高齢者バス料金助成乗車証条例の一部を改正する条例の制定につ

いてであります。１点目は、寿バスカードの交付時負担金について、平成１８年度の導入以降、バ

ス運賃の上昇などの社会環境が変化していることから、今後も安定的に事業を継続するために改定

を行おうとするもので、改定額につきましては市民意見提出手続の結果等も踏まえまして、１年間

の金額として現行の２千円を３千円とし、身体障害者手帳等をお持ちの方は現行の１千円を１千５

００円といたします。なお、これに連動して、途中で購入された場合１１か月以下での残り有効期

間に応じた金額についても改正を行います。２点目は、新たに災害時への対応や運転免許証自主返

納者への支援を行うため、交付時負担金の減免に関わる規定を設けようとするものでございます。 

次に、議案第３１号、旭川市国民健康保険条例の一部を改正する条例についてであります。１点

目は、限度額適用認定書やマイナ保険証の普及により、今後利用が見込まれない高額療養資金貸付

金について廃止しようとするものでございます。２点目は、国民健康保険法施行令の一部改正に伴

う規定の整備でありますが、国が定める賦課限度額の基準が改められたことに伴い、中間所得層の

負担を緩和し被保険者間の負担の均衡を図るため、国民健康保険料における賦課限度額を改正しよ

うとするもので、その内容といたしましては、基礎賦課限度額を現行の６６万円から６７万円に引

き上げようとするものでございます。なお、新設される子ども・子育て支援納付金賦課限度額は３

万円となりますので、賦課限度額の合計は現行の１０９万円から１１３万円に引上げとなります。

また、国民健康保険料の低所得者に対する保険料軽減判定措置に関する所得判定基準が改定された

ことに伴い、５割軽減に関わる基準の算定において、被保険者数に乗じる金額を３０万５千円から

３１万円に、２割軽減に関わる基準の算定において被保険者数に乗じる金額を５６万円から５７万

円にそれぞれ引き上げようとするものでございます。３点目は、令和８年度から子ども・子育て支

援納付金制度が開始されることに伴い、北海道が定める統一保険料率で保険料を賦課できるよう規
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定を整備しようとするもので、４点目は、所要の規定の整備で、附則において、申請期間が経過し

た傷病手当金に関わる規定を削除しようとするものでございます。 

これらの改定は令和８年４月１日から施行し、令和８年度分の保険料から適用しようとするもの

でございます。 

次に、議案第３２号、旭川市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。

１点目は、令和７年度税制改正に伴う特例措置の規定でありますが、給与所得控除の最低保障額が

引き上げられる税制改正を受け、国において介護保険法施行令が一部改正されたことに伴い、所要

の措置を講ずるものでございます。当該税制改正については第９期旭川市介護保険事業計画の策定

には想定されておりませんが、介護保険サービスの円滑な供給を支えるための財政基盤を安定的に

確保するため、令和８年度に限り、保険料の段階判定に用いる合計所得金額の算定方法及び市町村

民税の非課税判定の特例について規定しようとするもので、２点目は、所要の規定の整備で、附則

において、既に実効性を失った規定を整理しようとするものでございます。 

これらの改正は令和８年４月１日から施行し、令和８年度分の保険料について適用するものでご

ざいます。 

説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○笠井委員長 ただいまの説明につきまして、特に御発言はございますか。 

（「なし」の声あり） 

○笠井委員長 なければ、本日のところは説明を受けたということにとどめておきたいと思います。 

議案の説明に関わり出席している理事者につきましては、退席していただいて結構です。 

次に、２、報告事項についてを議題といたします。旭川市地域自治推進ビジョン改訂案に対する

意見提出手続の実施結果について、理事者から報告を願います。 

○樽井市民生活部長 旭川市地域自治推進ビジョンの改訂案に対する意見提出手続の実施結果につ

いて御報告いたします。 

旭川市地域自治推進ビジョンの改訂案につきましては、令和７年１２月２６日から令和８年２月

６日までの期間で意見提出手続を実施し、その結果、個人の方から３件の御意見をいただきました。

その内容は別紙のとおりとなっておりますが、２件につきましてはビジョンの改訂案に記載した内

容とほぼ同様の内容であり、１件については、デジタルディバイド対策における配慮を求める意見

となっております。意見と市の考え方につきましてはホームページで公表するとともに、市政情報

コーナーや各支所、公民館、地区センター、住民センター等で公表資料を設置し、配布を予定して

おります。 

今後につきましては、寄せられた御意見等を踏まえビジョンの改訂案を修正の上、庁内協議を経

て決定し、本年４月をめどに公表したいと考えております。 

報告は以上でございます。 

○笠井委員長 ただいまの報告につきまして、特に御発言はございますか。 

（「なし」の声あり） 

○笠井委員長 以上で予定していた議事は全て終了いたしました。 

その他、委員の皆様から御発言はございますか。 

（「なし」の声あり） 
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○笠井委員長 それでは、本日の委員会はこれをもって散会いたします。 

────────────────────────────────────────────────────── 

散会 午前１０時４３分 

 

 


